
                                   日 薬 連 発 5 8 2 号 

2019 年 7 月 17 日  

加 盟 団 体 殿 

日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

                                   安 全 性 委 員 会 

                                      委 員 長  滝 田  諭 

 

「使用上の注意」の改訂について 

 

標記について、令和元年7月17日付け薬生安発0717第1号をもって、厚生労働省医

薬・生活衛生局医薬安全対策課長より当連合会安全性委員会委員長宛、別添のとおり

通知がありました。 

つきましては、貴会会員に対し、同通知に従い速やかに所要の手当を行うよう周知

徹底お願い申し上げます。 





別
紙
１
 

 【
薬
効
分
類
】
１
２
２
 
骨
格
筋
弛
緩
剤

 

【
医
薬
品
名
】
ス
キ
サ
メ
ト
ニ
ウ
ム
塩
化
物
水
和
物

 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。

 

 【「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成

9年
4月

25
日
付
け
薬
発
第

60
6号

局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂

 

（
旧
記
載
要
領
）】

 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

（
新
設
）
 

  原
則
禁
忌
 

重
症
の
熱
傷
、
広
範
性
挫
滅
性
外
傷
、
尿
毒
症
、
四
肢
麻
痺
、
ジ
ギ
タ
リ

ス
中
毒
の
既
往
歴
の
あ
る
患
者
あ
る
い
は
最
近
ジ
ギ
タ
リ
ス
を
投
与
さ
れ

た
こ
と
の
あ
る
患
者
 

禁
忌
 

急
性
期
後
の
重
症
の
熱
傷
、
急
性
期
後
の
広
範
性
挫
滅
性
外
傷
、
四
肢
麻

痺
の
あ
る
患
者
 

 原
則
禁
忌
 

重
症
の
熱
傷
（
急
性
期
後
の
重
症
の
熱
傷
を
除
く
）、

広
範
性
挫
滅
性
外
傷

（
急
性
期
後
の
広
範
性
挫
滅
性
外
傷
を
除
く
）、

尿
毒
症
、
ジ
ギ
タ
リ
ス
中

毒
の
既
往
歴
の
あ
る
患
者
あ
る
い
は
最
近
ジ
ギ
タ
リ
ス
を
投
与
さ
れ
た
こ

と
の
あ
る
患
者
 

 



別
紙
２
 

 【
薬
効
分
類
】
２
１
１
 
強
心
剤
 

【
医
薬
品
名
】
エ
チ
レ
フ
リ
ン
塩
酸
塩
（
注
射
剤
）

 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。

 

 【「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成

9年
4月

25
日
付
け
薬
発
第

60
6号

局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂

 

（
旧
記
載
要
領
）】

 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

（
新
設
）
 

 原
則
禁
忌
 

本
剤
の
成
分
に
対
し
過
敏
症
の
既
往
歴
の
あ
る
患
者
 

禁
忌
 

本
剤
の
成
分
に
対
し
過
敏
症
の
既
往
歴
の
あ
る
患
者
 

 原
則
禁
忌
 

（
削
除
）
 

 



別
紙
３
 

 【
薬
効
分
類
】
２
１
６
 
血
管
収
縮
剤
 

【
医
薬
品
名
】
フ
ェ
ニ
レ
フ
リ
ン
塩
酸
塩
（
注
射
剤
）
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。

 

 【「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成

9年
4月

25
日
付
け
薬
発
第

60
6号

局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂

 

（
旧
記
載
要
領
）】

 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

（
新
設
）
 

 原
則
禁
忌
 

本
剤
の
成
分
に
対
し
過
敏
症
の
既
往
歴
の
あ
る
患
者
 

禁
忌
 

本
剤
の
成
分
に
対
し
過
敏
症
の
既
往
歴
の
あ
る
患
者
 

 原
則
禁
忌
 

（
削
除
）
 

 



別
紙
４
 

 【
薬
効
分
類
】
２
１
９
 
そ
の
他
の
循
環
器
官
用
薬
 

３
９
９
 
他
に
分
類
さ
れ
な
い
代
謝
性
医
薬
品

 

【
医
薬
品
名
】
オ
ザ
グ
レ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム

 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。

 

 【「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成

9年
4月

25
日
付
け
薬
発
第

60
6号

局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂

 

（
旧
記
載
要
領
）】

 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

脳
塞
栓
症
の
患
者
 

 原
則
禁
忌
 

重
篤
な
意
識
障
害
を
伴
う
大
梗
塞
の
患
者
 

禁
忌
 

重
篤
な
意
識
障
害
を
伴
う
大
梗
塞
の
患
者
、
脳
塞
栓
症
の
患
者
 

 原
則
禁
忌
 

（
削
除
）
 

 



別
紙
５
 

 【
薬
効
分
類
】
６
３
９
 
そ
の
他
の
生
物
学
的
製
剤

 

【
医
薬
品
名
】
精
製
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。

 

 【「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成

9年
4月

25
日
付
け
薬
発
第

60
6号

局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂

 

（
旧
記
載
要
領
）】

 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

（
新
設
）
 

     原
則
禁
忌
 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
に
お
い
て
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
が
水
ほ
う
、
壊

死
等
の
非
常
に
強
い
反
応
を
示
し
た
こ
と
の
あ
る
者
 

 上
記
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
を
行
う
こ
と
が
不

適
当
な
状
態
に
あ
る
者
 

禁
忌
 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
に
お
い
て
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
が
水
ほ
う
、
壊

死
等
の
非
常
に
強
い
反
応
を
示
し
た
こ
と
の
あ
る
者
 

 上
記
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
を
行
う
こ
と
が
不

適
当
な
状
態
に
あ
る
者
 

 原
則
禁
忌
 

（
削
除
）
 



相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

副
じ
ん
皮
質
ホ
ル
モ
ン
剤
 

プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
等
 

（
軟
膏
の
注
射
部
位
以
外
の
局
所
的
塗
布
を
除
く
。
）
 

 併
用
注
意
 

（
新
設
）
 

相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

（
削
除
）
 

   併
用
注
意
 

副
じ
ん
皮
質
ホ
ル
モ
ン
剤
 

プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
等
 

（
軟
膏
の
注
射
部
位
以
外
の
局
所
的
塗
布
を
除
く
。
）
 

 


